
令 和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 

民 生環境常 任委員会 

浪 岡 振 興 部 市 民 課 

黒石地区清掃施設組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分について 

 

１  財産処分の経緯                                              

  令和 7 年度末でごみ処理場の共同処理を終了する黒石地区清掃施設組合において、旧し尿処理

施設の土地及び建物（平成２８年３月３１日付でし尿処理施設を用途廃止）を令和 7 年 4 月に処

分することとしており、この財産処分については、地方自治法第 289 条の規定により関係地方公

共団体の協議により定めることとされ、同法第 290 条の規定により当該協議は、関係地方公共団

体の議会の議決を経なければならないとされている。 

２  処分する財産（旧し尿処理場）の概要                                 

（１）土地  

（２）建物  

名 称 構 造 等 延床面積  

旧し尿処理施設 管理棟 鉄筋コンクリート造 ３８６．２５７㎡ 

旧し尿処理施設 し尿処理棟 鉄筋コンクリート造 ２，７９７．６７５㎡ 

旧し尿処理施設 洗車場用器具庫 鉄筋コンクリート造 ２．７２２㎡ 

旧し尿処理施設 車庫 鉄骨造 ４３．８７５㎡ 

 合 計 ３，２３０．５２９㎡ 

 （３）工作物 

（門柱、フェンス、樹木）一式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  財産処分                                                  

処分の相手方  弘前市大字神田五丁目４番地５ 

        株式会社青南商事 代表取締役 安東 元吉 

処分の方法   無償譲渡 

譲渡の理由   黒石地区清掃施設組合環境管理センターの利活用に関する条件付き公募型プ

ロポーザルの優先交渉権者である相手方に譲渡することにより、プラスチック

資源循環システムの構築に資するとともに、加入市町村が将来負担すべき建物

の解体に伴う財政負担が軽減されるため、当該財産を無償で譲渡するものであ

る。 

譲渡の条件   現状有姿での譲渡とし、プラスチック資源再商品化事業の用に供すること。 

所 在 地 地  目 地  積 

黒石市大字竹鼻字南野田６２番６、６２番９ 宅  地 １０，１８３．４０㎡ 

黒石市大字竹鼻字南野田６２番７ 用悪水路   ２５４．００㎡ 

 合 計 １０，４３７．４０㎡ 

  

浪岡庁舎 

旧し尿処理施設 
(今回処分対象地) 

位置図 航空写真 

旧し尿処理施設 
(今回処分対象地) 

グラウンド11,469.59㎡ 

令和 5 年 11 月売却済 

58,400 千円 

ごみ処理場 17,841 ㎡ 

令和 8 年以降処分予定 

資料  
（議案第８７号関係） 


